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民間の“目”も活用！危険な盛土の早期発見へ 

～宅配に加え、全国でも珍しい、送配電事業者も含む官民連携協定を締結！～ 

 

[ 協定締結式の概要 ］ 

１ 日  時  令和８年５月１３日（水）１０時３０分～１１時００分 

２ 場  所  福岡県庁８階 特別会議室 

３ 出 席 者 （事業者側） 

佐 川 急 便 株 式 会 社  寺本
てらもと

 直
なお

晃
あき

 九 州 支 店 長 

ヤマト運輸株式会社  井波
い な み

 勝
かつ

宏
ひろ

 執 行 役 員 九 州 総 括 

日 本 郵 便 株 式 会 社  山内
やまうち

 義和
よしかず

 九 州 支 社 副 支 社 長 

九州電力送配電株式会社  久冨
く ぶ

木
き

 護
まもる

 代表取締役副社長執行役員 

株式会社クラフティア  恒松
つねまつ

 孝二
こ う じ

 執 行 役 員 

（自治体側） 

福 岡 県  服部 誠太郎  知   事 

北九州市  片山  憲一  副 市 長 

福 岡 市  光山  裕朗  副 市 長 

久留米市  橋本  政孝  副 市 長 

開発・盛土指導課 

直 通：092-643-3762 

内 線：４６５８ 

担 当：橋本、瀬口 

このたび、福岡県、北九州市、福岡市、久留米市は、宅配事業者３社及び送

配電事業者２社と連携し、日常業務のなかで危険な盛土等を発見した際、速や

かに通報いただく協定を締結します。 

本協定は、送配電事業者を加えることで、物流とインフラ点検という“地域

を巡る目”を最大限に活用でき、行政による巡視だけでは補えきれない範囲を

カバーし、危険な盛土の早期発見・早期対応を図ります。 

福岡県では、本協定を通じて、県民の生命・財産を守るとともに、安全・安

心なまちづくりの一層の推進を目指してまいります。 

ブリーフィングを行います。 

日 時：令和８年５月１２日（火）１２時３０分～ 

場 所：県庁８階 会見室 

出席者：（事業者側）佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、 

日本郵便株式会社、九州電力送配電株式会社、 

株式会社クラフティア 

（自治体側）県、北九州市、福岡市、久留米市 

※ この資料をご持参ください。 

※ ブリーフィングまでの間、報道規制を行うものではありません。 



 

４ 次  第  （１）出席者紹介 

（２）協定書確認 

（３）写真撮影 

（４）知事挨拶 

（５）事業者挨拶 

５ 協定内容  （１）県への情報提供に関すること 

（事業者が業務中に発見した不法や危険な盛土について、県へ 

情報提供） 

（２）情報の発信に関すること 

（トラックに啓発ステッカー提示、事業所でのぼり旗を設置） 

 

 

 

 

 

 

 

★報道機関の皆様へ 

締結式終了後、同会場で事業者側担当者及び自治体側職員が取材に対応します。 

啓発ステッカー のぼり旗 

盛土規制法の 

運用について 

（ 県 Ｈ Ｐ ） 


